
令和７年度 第２回

鉄道助成業務の審査等に関する第三者委員会

令和７年１０月２４日（金）



議事内容

1

Ⅰ．開 会

Ⅱ．出席者のご紹介

Ⅲ．議 事

１．鉄道助成業務の実施状況に関する事項 （審議事項）

（１）補助金審査の実施状況（個別案件）
＜鉄道駅総合改善事業費補助＞西日本旅客鉄道（株）可部線下祗園駅

（２）現地調査
＜鉄道駅総合改善事業費補助＞西日本旅客鉄道（株）可部線下祗園駅

２．鉄道助成業務に関する事項 （報告事項）

（１）令和６年度 業務実績評価結果

３．議事総括 （令和７年度第２回委員会のとりまとめ）

４．その他

（１）現地視察
＜鉄道駅総合改善事業費補助＞西日本旅客鉄道（株）芸備線安芸矢口駅

Ⅳ．閉 会



委員名簿

委員長 根 本 敏 則 （敬愛大学 情報マネジメント学部 特任教授）

委員 奥 原 玲 子 （光和総合法律事務所 弁護士）

委員 加 藤 達 也 （新創監査法人 代表社員）

委員 金 子 雄一郎 （日本大学 理工学部 教授）

委員 原 田 峻 平 （名古屋市立大学 データサイエンス学部 准教授）

※ 五十音順（委員長を除く。）

※ 敬称略
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議事１ 鉄道助成業務の実施状況に関する事項 （審議事項）



１．令和６年度 補助金審査の実施状況（個別案件）

4

鉄道駅総合改善事業費補助

西日本旅客鉄道㈱ 下祗園駅



１－１ 補助制度

公共交通やまちづくりの拠点としての駅の役割が増大している中、駅の特性に応じて、様々な機能が期待されていることから、
鉄道利用者等の利便性を向上させる次世代ステーションの創造を図ることを目的とし、ホームやコンコースの拡幅等の駅改良、
バリアフリー施設や生活支援機能施設、観光案内施設等の駅空間の高度化に資する施設の整備に対して補助するものである。

○補助制度の概要

●補助率 … ・補助対象経費の3分の1以内（地方公共団体の補助金額と同額以内）

●補助対象 … ・駅改良、駅改良と併せて行うバリアフリー施設及び駅空間高度化機能施設の整備に係る費用
※地方公共団体も同様の補助を実施。

○駅改良

・ホーム・コンコースの拡幅等による安全性・利便性向上
・跨線橋や人工地盤等の整備 等

○バリアフリー化

・バリアフリー施設（エレベーター、ホームドア、多機能トイレ等）の整備

○駅空間高度化機能施設の整備

・生活支援機能施設（保育所、病院等）
・観光案内施設（観光案内所、手荷物預かり所等） 等

●補助対象事業者 … ・鉄軌道事業者

●予算額の推移（当初予算ベース）

単位：百万円

国

(鉄道・運輸機構経由) 地方公共団体

鉄軌道事業者

補助金
1/3

補助金
1/3

○補助制度の内容

★資金の流れ★

R7R6R5R4R3R2年度

2,0562,1012,0552,1001,7571,715予算額

※ バリアフリー基本構想に位置づけられた鉄道駅のバリア
フリー施設整備については、補助率１／２以内。
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１－１ 補助制度

○整備イメージ
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JR広島駅

下祗園駅

１－２ 下祗園駅改良事業概要

可部線

山陽新幹線

○ 整備個所：西日本旅客鉄道㈱ 可部線 下祗園駅
○ 総事業費：約１３億円

○ 整備期間：令和２年度～令和６年度
○ 整備概要：相対式ホーム及び西口改札（駅舎）新設、東口改札（駅舎）の移転による構内踏切の廃止など



別冊参照
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西日本旅客鉄道株式会社
可部線下祗園駅総合改善事業

１－２ 下祗園駅改良事業概要



令和５年５月２９日 交付決定
・補助対象経費 ３９５，０００，０００円
・補助金の額 １３１，６６６，０００円

令和５年度 鉄道駅総合改善事業費補助

１－３ 令和６年度 補助金審査状況
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令和６年度のJR西日本・下祗園駅改良工事検査では、令和５

年度の繰越予算に対する審査を実施。

※令和６年度については、事業者から補助金の申請はなし



１－３ 令和６年度 補助金審査状況

事前審査 書類・現地審査

現地審査の前にオンライン会議を実施し、事前の整理を十分に行うことで本審査の
効率化・深度化を図り、事後整理にかかる時間を短縮した。

（Teamsによるオンライン会議）
【令和６年９月１３日】 １１：００～１２：００

【令和７年１月２１日】
書面審査 １３：００ ～ １７：００

【令和７年１月２２日】
書面審査 ９：３０ ～ １６：３０
審査員打ち合わせ １６：３０ ～ １６：４５
書面審査講評 １６：４５ ～ １７：００

【令和７年１月２３日】
現場調査 ９：３０ ～ １１：３０
審査員打ち合わせ １１：３０ ～ １１：４５
現場審査講評 １１：４５ ～ １２：００
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【令和７年１月１７日】 １５：００～１６：００

審査員事前打ち合わせ



○事業内容が補助目的に沿ったものであるか

○補助事業の遂行上、必要なものであるか

○補助事業としての手続きの正確性、合規性

○補助事業内容の経済性、効率性、有効性

審査のポイント

（※他事業の補助金審査画像のため参考）
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１－３ 令和６年度 補助金審査状況



□書類等の審査（審査チェック対象項目（事項：工事））

⑦ 委託工事の確認

⑧ 直営工事に関する確認

⑨ 支払に関する確認

① 工事内容の確認

② 契約方法

③ 契約内容

④ 工事施工に関する確認

⑤ 工事完了に関する確認

⑥ 発生品の処理に関する確認

【様式３】

補助対象建設費明細（令和○○年（繰越・当年）分）

（単位：円）

備 考

補助対象経費支払状況契約内容

費目決算（見込）額
下段：（消費税込額）

支払（見込）額
下段：（消費税込額）

支払区分支払年月日
（見込）

検収年月日契約金額
下段：（消費税込額）

完了予定
年月日
（変更後）

契約年月日
（変更後）

支
給
品
有
無

積
算
方
式

予定価格
下段：（消費税込額）

契約件名
（契約の相手方）

審
査
番
号

うち補助対象外
下段：（消費税込額）

うち補助対象外
下段：（消費税込額）契約方式

機構使用欄

工事費計

控除収入計

補助対象建設費計

総 合 計

契約内容

審
査
番
号

契約件名
（契約の相手方）

予定価格
下段：（消費税込額） 積

算
方
式

支
給
品
有
無

契約年月日
（変更後）

完了予定
年月日
（変更後）

契約金額
下段：（消費税込額）

検収年月日うち補助対象外
下段：（消費税込額）

契約方式

支払状況 補助対象経費

備　　考
支
払
区
分

支払（見込）額
下段：（消費税込額）

決算（見込）額
下段：（消費税込額）

費目うち補助対象外
　下段：（消費税込額）

支払年月日
（見込）

①②③④⑦⑧

⑤⑨

②

②

②
③ ④⑤ ③ ④⑤

⑨
⑥

□審査調書（様式）

１－３ 令和６年度 補助金審査状況
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現場調査の様子

現場調査の
ポイント

□現場調査

●補助目的が達せられているか

●設計図書、仕様書のとおりに完成しているか

 施工内訳、施工幅員

 構造物の寸法、仕上 等

●移動等円滑化整備ガイドラインの他、適用される基準等に準じた施工がなさ
れているか

１－３ 令和６年度 補助金審査状況
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□審査チェックシート

１－３ 令和６年度 補助金審査状況
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補助金審査では、審査チェックシートを活用



□審査結果

 補助対象範囲

仕様書・図面等の書類審査と現場審査にて、補助対象範囲が適正となっていることを確認。

 契約・発注方法

契約・発注書類の書類審査にて、適正に手続きがとられていることを確認。特に特命随意契約
については、その理由が公平性・公正性を妨げない適正なものとなっていることを確認。

 各種基準との適合

仕様書・図面等の書類審査と現場審査にて、バリフリ基準等との適合性を確認。

重点審査項目関係（R６年度）

補助事業の成果が補助金の交付の目的に適合していた。

補助事業の内容について査定に値する事実はなかった。

講評

１－３ 令和６年度 補助金審査状況
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議事２ 鉄道助成業務に関する事項（報告事項）



２ 令和６年度 業務実績評価結果
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○独立行政法人の業務実績の評価については、独立行政法人通則法により、主務大臣に
よる評価を受けることとされている。

○当機構では、「令和６年度業務実績等報告書」を作成し、自己評価を行ったうえで６月に
国土交通大臣に提出した。その後、大臣より以下評価結果の通知を受けた。

○鉄道助成業務（鉄道に関する補助金等の交付等）は「Ｂ」の評価
【評定に至った理由】

 勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等については、法令その他の基準に基づき 適切に処
理を行った。

 また、第三者委員会の活用や職員研修の実施（受講率100％）により、鉄道助成業務を適正か

つ効率的に執行するための業務改善・スキルアップに取り組むとともに、補助対象事業の適正
かつ効率的な執行を支援するための情報提供や周知活動を推進した。

 さらに、約定等に基づき債権の回収を行うとともに、これらに係る債務の償還を確実に行った。
 以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められることからＢ評定とした。

◆項目別評定

法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画

値）の120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
Ｓ

法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の120％以上とす

る）。
Ａ

中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の100％以上120％未満）。Ｂ

中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の80％以上100％未満）。Ｃ

中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の80％未満、又は主

務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
Ｄ

＜参考＞ 評価区分
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